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国立大学法人奈良教育大学公印規則 

 

平成１６年４月１日 

制       定 

改正 平成１８年 ８月３０日規則第８３号 

改正 平成２２年 ７月３０日規則第４８号 

改正 平成２３年 ３月２４日規則第２２号 

改正 平成２４年 ３月３０日規則第２９号 

改正 平成２５年 ９月２０日規則第２１号 

改正 平成２６年 ３月１９日規則第 ９号 

改正 平成２７年 ７月２９日規則第３９号 

 

（趣旨） 

第１条 国立大学法人奈良教育大学（以下「本学」という。）において使用する公印に関し

ては、他に特別な定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規則において「公印」とは、本学において公務上作成された文書に使用する

印章で、その印章を押すことにより、当該文書が真正なものであることを認証すること

を目的とするものをいい、次項の庁印及び第３項の職印を総称する。 

２ この規則において庁印とは、本学又は本学の内部組織の名称を刻印した公印をいう。 

３ この規則において職印とは、学長又は本学の職員で、その職務権限が定められたもの

（以下「職員」という。）の職名を刻印した公印をいう。 

（公印の作成等） 

第３条 公印の作成、改刻及び廃止は、様式第１号の公印制定（廃止）伺により学長決裁

を受けなければならない。 

（公印の形式） 

第４条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に刻印すべき名称又

は職名を明りょうな字体をもって浮き彫りするものとする。この場合において、「印」又

は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。 

（公印の種類及び寸法） 

第５条 公印の種類及び寸法は、別表第１に掲げるとおりとする。 

(公印の印材) 

第６条 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならな

い。 

(特別用途に使用する公印の形式等の特例) 

第７条 特別の用途に使用する公印であって、前３条に規定する形式、寸法及び印材によ

りがたいものについては、適宜の形式、寸法及び印材によって作成することができる。 

（公印の管守） 

第８条 本学に、公印管理者及び公印管守者を別表第２のとおり置く。 



2 

２ 公印管守者は、公印が適切に使用されるよう公印を管守し、公印が使用されないとき

は、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。 

（印影の保存等） 

第９条 総務課長は、様式第２号による公印簿を備え、公印の印影を保存しなければなら

ない。 

２ 公印を改刻又は廃止したときは、公印簿にその旨を記録しなければならない。 

（公印の使用等） 

第１０条 公印の使用を必要とする場合は、公印の押印を必要とする文書に決裁済の原議

書を添えて公印管守者に公印の使用を請求するものとする。 

２ 公印管守者は、公印の使用の請求を受けたときは、公印の押印を必要とする文書と決

裁済の原議書とを照合のうえ、様式第３号の公印捺印簿に必要事項を記入させ、又は記

入し、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合に

おいて、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管守者は、その押印に立ち

会わなければならない。 

（職務の代行の場合の職印の使用） 

第１１条 学長又は職員に事故等があるため、他の者が臨時代理、事務取扱を命ぜられ、

その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職印を使用するものと

する。 

（印影印刷） 

第１２条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては、公印管守者は学長

又は部局等の長の承認を得て、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押

印にかえることができる。 

（公印省略） 

第１３条 公文書であって、公印の押印を省略する文書については，起案文書（原義書）

に公印省略と明記して、決裁を受け、公文書の公印押印箇所に（公印省略）と記入又は

押印するものとする。 

（公印の事故届） 

第１４条 公印管理者は、公印を盗まれ、若しくは紛失し、又は公印の偽造若しくは変造

を発見したときは、直ちに様式第４号による公印事故届を学長に提出するとともに、適

宜の措置をとらなければならない。 

 

   附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 附 則（平成１８年規則第８３号） 

 この規則は、平成１８年８月３０日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。た

だし、附属図書館の改組に係る事項については、平成１８年３月２４日とする。 

 附 則（平成２２年規則第４８号） 

 この規則は、平成２２年７月３０日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。た

だし、理数教育研究センターに係る事項については、平成２１年５月２５日から適用し、



3 

附属学校部長に係る事項については、平成２２年５月２０日から適用する。  
附 則（平成２３年規則第２２号） 

 この規則は、平成２３年３月２４日から施行する。 

附 則（平成２４年規則第２９号） 

 この規則は、平成２４年３月３０日から施行する。 

附 則（平成２５年規則第２１号） 

 この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年規則第９号） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第３９号） 

 この規則は、平成２７年７月２９日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 
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別表第１（公印の種類及び寸法） 

１．法人関係 

種  類 寸 法 備 考 

法人印 30 ミリメートル平方  

法人学長印 

30 ミリメートル平方   

22 ミリメートル平方 契約用 

20 ミリメートル平方 請求用 

15 ミリメートル平方 証明用 

18 ミリメートル平方 金融機関用 

18 ミリメートル(直径) 登記用 

法人理事印 30 ミリメートル平方   

 

２．大学関係 

種  類 寸 法 備 考 

庁印     

大学印 
68 ミリメートル平方 卒業証書用 

30 ミリメートル平方   

図書館印 24 ミリメートル平方   

次世代教員養成センター印 24 ミリメートル平方  

国際交流留学センター印 24 ミリメートル平方  

自然環境教育センター印 25 ミリメートル平方   

保健センター印 24 ミリメートル平方   

附属中学校印 25 ミリメートル平方   

附属小学校印 25 ミリメートル平方   

附属幼稚園印 25 ミリメートル平方   

 財務課印 20 ミリメートル平方   

職印     

学長印 

30 ミリメートル平方   

15 ミリメートル平方 

身分証明・諸手当用、学生

証・成績証明用、通学定期・

学割証明用 

副学長印 30 ミリメートル平方   

図書館長印 
30 ミリメートル平方   

21 ミリメートル平方 他館資料利用依頼用 

次世代教員養成センター長印 21 ミリメートル平方  

国際交流留学センター長印 21 ミリメートル平方  
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特別支援教育研究センター長印 23 ミリメートル平方  

理数教育研究センター長印 23 ミリメートル平方  

自然環境教育センター長印 23 ミリメートル平方   

保健センター長印 21 ミリメートル平方   

事務局長印 30 ミリメートル平方   

附属学校部長印 23 ミリメートル平方  

附属中学校長印 23 ミリメートル平方   

附属小学校長印 23 ミリメートル平方   

附属幼稚園長印 23 ミリメートル平方   

教務課長印 20 ミリメートル平方   

入試課長印 20 ミリメートル平方   

学生支援課長印 20 ミリメートル平方   

教育研究支援課長印 20 ミリメートル平方   

企画連携課長印 20 ミリメートル平方  

総務課長印 20 ミリメートル平方    

財務課長印 20 ミリメートル平方   

施設課長印 20 ミリメートル平方   

学生会館長印 23 ミリメートル平方   
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別表第２（公印の管理者及び公印の管守者）  
 

  公印の種類 管理者 管守者及び管守代理者 

法人印 

法人学長印 

法人学長印（証明用） 

法人学長印（登記用） 

法人理事印 

大学印（卒業証書用） 

大学印 

学長印 

学長印(身分証明・諸手当用) 

事務局長印 

総務課長印 

総務課長 

 
総務課係長（秘書・広報担当）

企画連携課長印 企画連携課長 
企画連携課係長（企画・評価担

当） 

法人学長印（契約用） 

法人学長印（請求用） 

法人学長印（金融機関用） 財務課長 

財務課長 

財務課副課長 

財務課印 

財務課長印 

財務課副課長 

財務課係長（総務・決算担当）

施設課長印 施設課長 
施設課副課長 

施設課係長（企画担当） 

学長印(学生証・成績証明用) 

副学長印 

教務課長印 

教務課長 
教務課副課長 

教務課係長（教務担当） 

学長印(通学定期・学割証明用) 

保健センター印 

保健センター長印 

学生支援課長印 

学生会館長印 

学生支援課長 
学生支援課副課長 

学生支援課係長（学生担当） 

入試課長印 入試課長 入試課係長（入学試験担当） 

図書館印 

図書館長印 

図書館長印（他館資料利用依頼

用） 

次世代教員養成センター印 

次世代教員養成センター長印 

教育研究支援課長印 

教育研究支援課長 教育研究支援課係長（業務担当）
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附属学校部長印 附属小学校教頭 係長（附属学校担当） 

附属中学校印 

附属中学校長印 
附属中学校教頭 事務係員 

附属小学校印 

附属小学校長印 
附属小学校教頭 係長（附属学校担当） 

附属幼稚園印 

附属幼稚園長印 
附属幼稚園教頭 事務係員 

自然環境教育センター印 

自然環境教育センター長印 
センター長 財務課長 

国際交流留学センター印 

国際交流留学センター長印 
センター長 センター長の指名した者 

特別支援教育研究センター長

印 
センター長 企画連携課長 

理数教育研究センター長印 センター長 センター長の指名した者 
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別 紙 様 式 １  

 

公  印  制  定 （ 廃  止 ） 伺  
 

年   月   日  

  学 長     宛  

 

部 局 長 名         印

下 記 の と お り 公 印 を 制 定 ・ 廃 止 し た い の で 伺 い ま す 。  

公 印 の 名 称 

 

刻       字 
 

印       材 
 

寸       法 
 

作 成 ・ 改 刻 年 月 日 
 

使用開始・廃止年月日 
 

用       途 
 

備       考 
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別 紙 様 式 ２  

奈 良 教 育 大 学 公 印 簿  

印      影 

 

公 印 の 名 称 
 

印      材 
 

寸      法 
 

作 成 ・ 改 刻 年 月 日 
 

使 用 開 始 年 月 日 
 

廃 止 年 月 日 
 

備       考 
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別紙様式３ 

公    印    捺    印    簿 

  平成  年 

年 日 文書番号 件     名 庁印・職印名 
捺
印
者 

  
第   号 

   

  
第   号 

   

  
第   号 

   

  
第   号 

   

  
第   号 

   

  
第   号 

   

  
第   号 

   

  注 文字は正確に書くこと。
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別 紙 様 式 ４  

公  印  事  故  届  

年   月   日  

  学 長     宛  

  

部 局 長 名           印

下 記 の と お り 公 印 に 事 故 が あ っ た の で お 届 け し ま す 。  

公 印 の 名 称 

 

寸       法 

 

用       途 

 

作成・改刻届出年月日

 

事 故 発 生 年 月 日 

 

処 置 の 内 容 

 

そ の 他 

 

 

 
 


